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１．後期高齢者の患者負担割合のあり方について
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 後期高齢者は1人当たり医療費が高いので、年収に対する患者一部負担の割合は

すでに十分に高い。患者一部負担割合の引き上げによって、受診控えのおそれがあ
る。また、たとえ受診したとしても、患者負担が重荷となり、必要な医療を遠慮される
懸念がある。

 応能負担（収入や所得に応じた負担）は、本来は保険料（共助）および税（公助）で求
めるべきである。患者一部負担での応能負担は、「限定的に」すべきである。

 患者負担割合は「高齢者の医療の確保に関する法律」によって決まっている。後期
高齢者は現役並み所得者は3割負担、それ以外は1割負担で、世代内格差がある。

仮にその間の負担割合を作るとしても、法改正が必要なことから、国民の納得と合
意は絶対に必要である。

 後期高齢者の患者負担割合については、保険料や税負担、収入や所得、高額療養
費の財政面、そして高齢者の生活や心身の状態なども十分配慮して、厚生労働省
の関係審議会で丁寧に議論を行っていく必要がある。

 新型コロナウイルス感染症禍での受診控えによる今後の健康への影響が懸念され
るところである。さらなる受診控えを生じさせかねない政策をとり、高齢者に追い打ち
をかけるべきではない。

後期高齢者の患者負担割合のあり方について
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1人当たり医療費と患者負担
1人当たり医療費は年齢とともに上昇する（左図）。後期高齢者は現役並み所得者を除いて患者
一部負担は1割であり、1人当たり患者負担額は75歳になると一時的に下がるが、年齢とともにふ
たたび上昇する（右図）。特に後期高齢者の患者一部負担はかなり重い※）。なお、むしろ65~69歳
の患者負担が重いことも課題である。

※）財務省の資料では「75歳以上」が一括りにされているが、後期高齢者の中での年齢階級別の違いにも留意すべきである。
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年収に占める患者一部負担の比率（粗い試算）

高齢者は年収が大きく低下するので（左図）、現在は、患者一部負担割合は原則1割であるが、収
入に対する患者一部負担の比率はほぼ年齢とともに上昇する（右図）。後期高齢者では、1割負
担の現状でもかなりの負担である。
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後期高齢者の医療費（医科入院外＋調剤）

後期高齢者が過剰な受診をしているとは言えない。入院外受診回数の中には在宅医療も含
まれている。国が在宅医療を推進している中、適切な在宅医療から高齢者を遠ざけるようなこ
とをしてはならない。
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*厚生労働省「社会医療診療行為別統計」から作成

分子は往診料、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学

総合管理料、在宅がん医療総合診療料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居
住者訪問看護・指導料の算定回数。
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後期高齢者の患者一部負担
後期高齢者の現役並み所得者は後期高齢者の7％であり、負担割合は3割である。それ以外の1

割負担と世代内格差はある。しかし、これを是正するとしても、限定的にとどめ、かつ、同時に低
所得者の負担に配慮する必要がある。

後期高齢者の窓口負担割合の状況

約120万人

(7%)

約917万人

(53%)

約403万人

(23％)

約302万人

(17%)

*各区分の人数は厚生労働省「平成30年度 後期高齢者医療事業年報」による

後期高齢者の窓口負担割合の状況

現役並み所得
（年収約383万円～）

一般
（年収約156～383万円）

低所得Ⅱ
（年収約80～156万円）

低所得Ⅰ
（年収 ～約80万円）

後期高齢者医療制度被保険者数
約1,742万人（2018年度）

月単位の上限額

収入に応じて80,100～252,600円＋
（医療費－267,000～842,000円）×1%

月単位の上限額

57,600円

月単位の上限額

24,600円

月単位の上限額

15,000円

※「月単位の上限額」は、世帯ごとの外来・入院を合わせた上限額

３割

１割
１割

１割
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２．「外来機能分化」と「200床以上の一般病院

への定額負担拡大」について
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「外来機能分化」について

 社会保障審議会医療部会および医療計画の見直し等に関する検討会において、

外来機能のあるべき姿および連携のあり方について、丁寧に議論することが先

決である。

 外来機能については、かかりつけ医機能の考え方が定着しつつあるが、専門医

のあり方も含め地域格差や医師の偏在などが大きく存在している。実態を把握

するとともに、医療資源のみに着目することなく、医師の教育課程も含めた将来

的な視点からの議論が必要である。

 現状では、医療資源を重点的に活用すべき「特定機能病院」において慢性期の

外来診療が多数行われており、一方、地域における医療連携を主軸にすべき基

幹的病院が地域医療支援病院になっていないという状況も見受けられる。このよ

うな現状の適正化により、病院や外来の機能分化は推進可能と考える。

 病院の機能は規模だけで決まるものではなく、例えば医療機関の少ない地域で

は、一つの病院が外来も含めすべての医療に対応しなければならないなど、そ

の機能は様々である。すでに地域医療構想調整会議において各地域の機能分

化の最適化が図られているところであり、病院の外来機能は、地域の実情によっ

て様々である。病床数で線引きされうるものではない。
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 紹介状なしで受診した患者からの定額負担の徴収については、昨年12月11

日の中医協において400床以上から200床以上の地域医療支援病院に拡大
することとされ、本年4月の診療報酬改定で実行されたばかりである。この検
証をしっかり行うべきである。

 現在のところ、再診時の定額徴収はきわめて少ないが、外来機能分化のた
めには患者を地域に戻すことが有効であり、再診時の定額負担を強化すべ
きである。

「200床以上の一般病院への定額負担拡大」について
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定額負担の現状
大病院（500床以上）を除いて、どの病床規模階級でも入院はケアミックス型の病院のほ

うが多い。地域の様々な実情によるものと推察される。外来についてもどのような機能を
担っているかは、地域によって様々であり、全国一律に病床規模で線引きできるものでは
ない。
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特定機能病院および地域医療支援病院を除く

一般その他のみ 一般その他＋療養 一般その他＋地ケア

一般その他＋地ケア＋療養 一般その他＋回リハ その他ケアミックス

*厚生労働省「平成30年 病床機能報告」から作成。病床区分の病床は一般病床＋療養病床で、精神科病床を含まない。「一般その

他のみ」は一般病院で回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、療養病棟入院基本料の届出がない病院。

(  )内は病院数。
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定額負担の徴収義務がある病院であっても、実際に定額負担を徴収した患者は初診で約1割、
再診ではわずか0.1％である。再診時には、さまざまな理由を付して定額負担が徴収されてい
ないが（次頁）、徴収範囲を拡大すべく仕組みを見直すべきである。

再診の定額負
担徴収患者比
率は0.1％

2020年11月12日 社会保障審議会医療部会資料

定額負担の現状
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定額負担を徴収しなかった理由

初診の場合は、定額負担を徴収しなかった理由は「救急の患者」、「救急医療事業、周産
期事業等における休日夜間受診患者」等である。再診の場合は、緊急やむを得ない理由
以外が少なくない。現行の再診での徴収のあり方について見直すべきである。

2020年11月12日 社会保障審議会医療部会資料

特別の料金を徴収しなかった理由
「その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を
特に認めた患者」が23.8％、「その他」が約2割



令和2年11月24日

全世代型社会保障検討会議

医療改革に係る関係者ヒアリング

四病院団体協議会 資料

一般社団法人日本病院会 会長 相澤 孝夫

資料２



平成30/2018年度病床機能報告

一般病床200床以上の規模の病院においても
急性期以外の病床を有する病院が相当数ある

石川 ベンジャミン光一 国際医療福祉大学 https://public.tableau.com/views/2018H30-HospFuncSurvey-HospStaff/1



説明資料

健康保険組合連合会

全世代型社会保障検討会議ヒアリング（2020年11月24日）

資料３



医療保険制度改革に関する健保連の考え方

◆現役世代の負担増の軽減につながるよう、後期高齢者の窓口負担については、

低所得者の方を除いた上で、原則2割負担とし、少なくとも高額療養費の一般区分の
方 （全体の52％）をすべて2割負担とする必要がある。

※入院などで医療費が高額になる場合には、自己負担の限度額が設けられている（高額療養費制度）。

◆現役世代の負担はすでに限界。高齢者と現役世代の負担のアンバランスを解消し、
現役並み所得者（全体の7％)に加え、負担能力のある高齢者については、応分の
負担をお願いしたい。

1

①後期高齢者の窓口負担について

◆対象拡大には賛成であり、確実に実施すべきである。あわせて、増額分を公的医療
保険の負担軽減に充てる仕組みを制度上明確に担保し、確実に実施すべきである。

②大病院の外来受診時定額負担の対象拡大について



高齢者医療拠出金が増大

2

2019年度と2007年度（現行の高齢者医療制度導入前）との比較

※2007年度は決算、2019度は決算見込の数値である。端数処理のため計数が整合しないことがある。

健保組合の支出・収入 2019年度 2007年度 増加額 伸び率

高齢者医療拠出金 総額
被保険者1人当たり額

3兆4千億円
20.9万円

2兆3千億円
14.7万円

1兆1千億円
6.2万円

47.9%

42.1%

保険給付費 総額
被保険者1人当たり額

4兆1千億円
25.1万円

3兆3千億円
20.8万円

8千億円
4.3万円

25.4%

20.5%

保健事業費 総額
被保険者1人当たり額

4千億円
2.2万円

3千億円
2.0万円

500億円
0.2万円

15.5%

11.0%

保険料収入 総額
被保険者1人当たり額

8兆2千億円
50.2万円

6兆1千億円
38.4万円

2兆2千億円
11.9万円

36.3%

30.9%

◆ 健保組合は、支出増を保険料収入で補うしかない構造
◆ 2007年-2019年の12年間の総報酬額の伸び率は、1.9％であり、保険料率引き上げ
等（現役世代の実質負担増）で対応している

※1人当たり標準報酬総額、2007年度561.5万円、2019年度571.9万円を用いて伸び率を算出



給付と負担のアンバランスが拡大

年齢別1人当たり医療費 ・ 保険料 ・ 自己負担 の変化額（2009年度⇒2017年度）
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（万円）

(年齢）

現役世代は医療費に比べて
保険料の負担増が大きい

厚生労働省資料を参照して健保連で作成（2020.10）

高齢者世代は負担が小さい

3



4※後期高齢者支援金額は、2020年度は実際の数値で、2022年度、2025年度は健保連の推計であり、医療費の伸びは1.8％と設定。

団塊世代の後期高齢者入りにより現役世代の負担は限界に

6.8兆円

7.5兆円

8.6兆円

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

2020年度 2022年度 2025年度

後期高齢者支援金の今後の見通し
（兆円）

0.0

現役世代の負担総額

〇団塊世代が後期高齢者に入る2022年～2025年にかけて、後期高齢者支援金を含む拠出金は
さらに増大する。
〇拠出金負担が保険給付を上回る健保組合が続出する見込み。
（2020年度 238組合（組合全体の17.4％） → 2022年度 733組合（同52.7％））

現役世代1人当たり
毎年0.3～0.4万円



2割負担の
対象基準

対象者数
（※）

現役世代が負担
する後期高齢者
支援金の軽減額

A

住民税非課税
世帯以外

（本人収入155万円以上）

約945万人
（上位59％）

年2,200億円

B

本人収入
170万円以上

（課税所得のある人）

約520万人
（上位38％）

年1,200億円

C
本人収入

240万円以上
約200万人
（上位20％）

年500億円

試算例

5

※対象者数の割合には、3割負担となっている7％も含む
※厚生労働省資料を参照して健保連で作成

◆ 現役世代は所得にかかわりなく3割を負担しており、2割負担の範囲については
幅広く設定すべきであり、世帯収入での負担能力も勘案した、A案が適当である。



図１ 外来患者の内訳 病院で請求された金額の負担感
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負担に感じない あまり負担を感じない 普通

やや負担に感じる 負担に感じる 無回答

図２ 年齢階層別平均収入

（出所）平成29年受診行動調査から作成
（出所）厚生労働省社会保障審議会医療保険部会資料に加筆

データは国民生活基礎調査（2019年）

参考：高齢層と若年層の収入、支出、貯蓄残高の比較
2020年11月24日 翁百合

 75歳以上の高齢者は、医療費の負担をほぼ感じていない
のに対し、若年層の負担感は大きい。

 20代の平均年収は200万円程度であり、現状2割負担の70-74
歳の年収と同等であるが、3割自己負担をしている。

 例えばがん外来治療のケースで以下のような自己負担の差が
生じる。75歳以上（1割）：約14万円 20代（3割）：約40万円

資料４



（出所）家計調査年報（2019年）（注）このほかに健康保険料を負担（平均で４割は高齢者への支援金）。
20代後半平均の健康保険料は年間24.8万円、75-79歳は年間7.9万円（厚労省推計）。

図３ 年齢階層別貯蓄・負債現在高、負債保有世帯の割合
（二人以上の世帯）

表１ 年齢層別にみた200万円未満年収家計の消費と資産の実態
（二人以上世帯）

（出所）全国消費実態調査（2014年）から作成

　　　　　　　　（円）
世帯主30歳未満 世帯主70歳以上

① ② ①－② ①／②
世帯主年齢 26.3 77.1
消費支出 156,238 142,566 13,672 1.1
食料 37,411 46,900 -9,489 0.8
住居 31,517 11,299 20,218 2.8
被服履物 5,293 3,576 1,717 1.5
保健医療 4,939 9,037 -4,098 0.5
交通通信 24,506 14,565 9,941 1.7
教育 2,902 59 2,843 49.2

年間収入 144万円 149万円
貯蓄残高 118万円 845万円
負債残高 43万円 19万円
持ち家率 15.50% 76.80%

 若年層と高齢層の年収200万円未満の生活を比較すると、
20代は持ち家比率が低く、家賃支払いがかさむ。貯蓄残高
は20代118万円に対して、70歳以上は845万円。

 消費支出以外に、健康保険料を支払い、高齢者の支援にも
充てられている。

 70歳平均では2,200万円の貯蓄残高超過。40歳未
満は負債超過。

 現在の年金の所得代替率は61.7％であるが、30年後、50.8％に低下。（2019年財政検証 ケースⅢ）



 

全世代型社会保障の実現に向けた医療制度改革について 

 

2020 年 11 月 24 日 

 中西 宏明 

 

 これまでの会合において、「全世代型」の公平な社会保障を実現する観点から、

高齢者に偏りがちな社会保障給付を見直し、子ども・子育て分野の給付をより

充実させるなど、世代間の給付と負担のアンバランスを是正し、全世代で支え

あう持続可能な制度の実現に向けた期待を表明して参りました。 

 

 経済界としては、①団塊の世代の後期高齢者入りに伴い、現役世代が拠出す

る支援金の激増が見込まれるなか、その負担増を確実に抑制する規模の改革で

あること、②ワイズスペンディングの観点から、所得の高い層への児童手当給

付を見直し待機児童対策等に充当すること、③これらの改革をパッケージで実

現しつつ、公平な負担のもとで、持続可能な全世代型の社会保障を実現するこ

とが不可欠であると考えます。 

 

こうした観点に立ち、本会議の中間報告で示した後期高齢者の窓口負担の２

割への引上げの対象者となる「一定所得以上の方」については、高額療養費制

度における「低所得者」となる区分を除いた「一般区分」に該当する方々とす

べきと考えます（現役並み所得者については引き続き３割）。また、団塊世代が

75 歳に達する時期に間に合う形で制度改革を実施することが必要です。 

 

後期高齢者の方々のご負担の増額は、痛みを伴うものとはなりますが、窓口

負担が２割となった場合でも、高額療養費により自己負担に上限がある点、現

役世代の負担の実態などについて、十分な周知を行い、理解の醸成を図ること

が重要です。 

あわせて、後期高齢者の保健事業を強化するなど、高齢者の健康と安心を確

保することも必要です。例えば、負担増による受診抑制を回避するためにも、

現行の「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」の枠組みを整備・強化す

ることが考えられます。 

 

中間報告で記載いただいた「現役世代の負担上昇の抑制」にも寄与する改革

の実行を通じ、真の意味での「全世代型社会保障」が実現することを強く期待

いたします。 

なお、本件に関する経団連の見解についても資料を添付いたしますので、併

せてご参照いただければ幸いです。 

以上 

 

資料５ 



 

真の全世代型社会保障に向けた制度改革の実現を 

2020 年 10 月 30 日 

 一般社団法人 日本経済団体連合会 

 

 2022 年には団塊の世代が後期高齢者入りし、社会保障給付が急増する一方で、

支え手である現役世代の人口は急減していく。こうした中、社会保障制度の持

続可能性を確保するためには、高齢者に偏りがちな社会保障給付を見直し、現

役世代の負担の増加の抑制や子ども・子育て分野の充実を図るなど、世代間の

給付と負担のアンバランスを是正し、公平に支えあう真の意味での全世代型社

会保障の構築が不可欠である。 

上記観点に立ち、現在、政府の全世代型社会保障検討会議を中心に進められ

ている検討のうち、世代間・世代内の給付と負担に関する議論に対し、とりわ

け、下記の改革実現を強く求める。 

記 

１．後期高齢者医療の窓口負担について 

今後、後期高齢者を中心に医療費が増加する中にあっては、医療・介護費用

の伸びの抑制に向けた各種の適正化・効率化策（医療費適正化計画の実効性の

強化、地域医療構想の実現等を通じた提供体制の効率化など）を講じていくと

ともに、一定の負担能力のある後期高齢者層にも応分の負担を分かち合ってい

ただくことが避けられない。 

このため、全世代型社会保障検討会議の「中間報告」において、「一定所得以

上」とされている２割への後期高齢者窓口負担引き上げの対象者については、

原則２割を基本とし、高額療養費制度の自己負担限度額の適用区分1のうち、限

度額が低くなる「低所得者」となる区分の該当者を除いた「一般区分」に該当

する方を対象とすべきである（現役並み所得者については引き続き３割）。 

２．新たな少子化対策の財源 

少子化は国民共通の困難の課題であり、保育の受け皿確保などに必要となる

財源については、社会全体で公平に支えることを基本とすべきである。 

また、子ども・子育て分野においても、ワイズ・スペンディングや真に必要

な支援に集中する観点から、児童手当の受給にかかる世帯合算の導入や高額所

得者に対する特例給付の廃止などの制度適正化が不可欠である。 

 

前述の改革を通じて、国民の公平な負担の下で、持続可能な全世代型社会保

障を実現する必要がある。 

以 上 

                         
1 後期高齢者医療制度における分布は、「低所得者」40.4％、「一般」52.7％、「現役並み所

得」6.9％（出所：厚生労働省「後期高齢者医療事業状況報告」2018 年度実績） 



改革に向けての提案 

2020/11/24 

増田 寛也 

 

１人当たり平均窓口負担額（年間額）の変化（配慮措置前） 

８．１万円 → １１．５万円 （＋３．４万円） 

 

①  負担増なのか → Yes but 70-74歳の方は既に同じ負担をしている（若者はもっと負担）。 

                少し後の世代と同じになる負担をお願いしようとしていることを丁寧に説明すべき。 

 

②  むしろ、75歳以上の方（だけ）に▲３．４万円の軽減措置（約３割の軽減措置）を引き続き設けようとしていることをご理解いただくべき。 

（注）応能負担は保険料負担においてより徹底すべきとの考え方からは、後期高齢者の保険料制度の３割以上の軽減措置（５割軽減・７割軽減合計で下位 55％）

より広い窓口負担割合の軽減措置（１割負担）を設けることは、説明がつきにくい可能性（この考え方からは、２割負担対象者の範囲は少なくとも上位 45％程度）。 

 

③  現役世代の負担軽減効果（1人当たり変化）はもちろん、後期高齢者の保険料軽減効果（１人当たり変化）を改革効果に織り込むべき。 

 たとえば上位 44％の選択肢では１人 2,000 円程度後期高齢者の保険料を軽減されるのではないか（健康な後期高齢者は保険料軽減効果

のみを享受）。保険料負担額を含め、変化は３．４万円でなく３．２万円（配慮措置後２．９万円）であるとすべきでは？ 

 

④  現役世代の負担軽減効果に加え、待機児童の解消などの現役世代の給付増効果を含め、全世代型社会保障改革としての改革効果の全体

像をパッケージで示していくべき(何のための改革か、大きなメッセージを伝えていく必要)。 

 

（参考）介護保険との比較 

○ 現役世代の保険料負担への依存度（現役世代負担軽減の必要度）の違い  

後期高齢者医療３８％ ⇔ 介護保険 ２２％ 

（後期高齢者支援金の割合）   （２号保険料の割合） 

○ ２割負担導入時の１人当たり負担額の変化の違い  

後期高齢者医療 ３．４万円（今回） ⇔ 介護保険 １０万円超 （医療の受診はしばしば単発的、介護の利用は継続的） 

 ⇒ 介護保険の２割負担の対象範囲を参考に後期高齢者医療の２割負担の対象範囲を論ずることはできない。 

資料６ 



全世代型社会保障制度の構築に
向けた医療保険制度改革

令和２年11月24日
厚生労働省提出資料

資料７



後期高齢者の窓口負担割合の在り方について

○ 全世代型社会保障検討会議中間報告等（昨年12月19日、本年６月25日）では、一定所得以上の方
については医療費の窓口負担割合を２割（それ以外の方は１割）を決定。

○ ２割負担とする「一定所得以上」の範囲、改革の施行時期、長期頻回受診患者等への配慮措置に
ついて、年末までに全社会議で最終報告をとりまとめ。

○ 2022年に団塊の世代が後期高齢者となりはじめる中、現役世代の負担上昇に歯止めをかけること
は重要な課題。高齢者の疾病や生活の状況も踏まえた上で、負担能力に応じて負担いただくことが
重要であり、その観点から、医療保険部会で議論。

[②施行日] 全社会議中間報告（2022年度（令和４年度）初）を踏まえ、具体的な時期を検討

[③配慮措置] 特に２割負担への変更で影響が大きい外来患者について、経過的な配慮措置として、
高額療養費の枠組みを活用し、１月分の負担増が4,500円に収まるような措置（案）を提示

（※）窓口負担の年間平均が約8.1万円⇒約11.1万円（＋3.1万円）（配慮措置前は約11.5万円で＋3.4万円）

[①２割負担の所得基準] 11/19の医療保険部会に「所得基準として考えられる機械的な選択肢」

として５つの選択肢を提示。

【議論の内容】

考え方 所得・収入目安 後期高齢者に占める割合 対象者数

１ 介護保険の２割負担の対象者の割合（上位20％）と同等
本人課税所得64万円以上
本人収入240万円以上

上位20％
（現役並み区分を除くと13％）

約200万人

２ 現行２割負担である70～74歳の平均収入額（約218万円）を上回る水準
本人課税所得45万円以上
本人収入220万円以上

上位25％
（現役並み区分を除くと18％）

約285万人

３ 平均的な収入で算定した年金額（単身：187万円）を上回る水準
本人課税所得28万円以上
本人収入200万円以上

上位30％
（現役並み区分を除くと23％）

約370万人

４
本人に課税の対象となる所得がある水準

（諸控除を加味したうえで、所得に応じて納税している水準）

本人課税所得あり
本人収入170万円以上

上位38％
（現役並み区分を除くと31％）

約520万人

５
本人に住民税の負担能力が認められる水準

（本人所得が住民税非課税水準を超える水準）

本人所得35万円超
本人収入155万円以上

上位44％
（現役並み区分を除くと37％）

約605万人

（参考）後期高齢者1,815万人（うち一般区分945万人、現役並み区分130万人）
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○ 定額負担の徴収義務について、上記の医療機関のうち、一般病床200床以上の病院にまで拡大。

○ 受診の際に少なくとも生じる初・再診料相当額を目安に保険給付の範囲から一定額を控除し、それと同額以上に定額負担を

増額。（例：初診料について2,000円控除した場合、増額幅は2,000円以上）

【議論の内容】

11/5の医療部会に以下の方向性を提示

大病院への患者集中を防ぎかかりつけ医機能の強化を図るための定額負担の拡大について

○ 現在、特定機能病院等について、紹介状なしで外来受診した場合に定額（初診：5,000円）を徴収。

○ 全世代型社会保障検討会議中間報告等では、より機能分化の実効性が上がるよう、患者の負担額を増額し、
増額分について公的医療保険の負担を軽減するよう改めるとともに、大病院・中小病院・診療所の外来機能の
明確化を行いつつ、それを踏まえ対象病院を病床数200床以上の一般病院に拡大する方向性を決定。

○ 大病院への患者集中を防ぎ、かかりつけ医機能の強化を図る観点から、医療保険部会等で議論し、年末までに
全社会議で最終報告をとりまとめ。

一般病床数 特定機能病院／地域医療支援病院 その他

200床以上

200床未満 27 (0.3%) 7,031 (83.6%)

現在の定額負担（義務）対象病院 紹介患者への外来を
基本とする医療機関

688
(8.2%)

666
(7.9%)

11/19の医療保険部会に以下の方向性を提示

○ 外来機能報告制度（仮称）を創設することで、新たに「紹介患者への外来を基本とする医療機関」（外来化学療法、がん手術

前後の外来など「医療資源を重点的に活用する外来（仮称）」を地域で基幹的に担う医療機関）を明確化
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給付費

後期高齢者
支援金

（現役世代の
負担軽減）

後期高齢者
保険料

（高齢者の
負担軽減）

公費

上位20％

課税所得64万円
収入単身240万円

複数360万円

▲1,240億円 ▲470億円 ▲120億円 ▲650億円

上位25％

課税所得45万円
収入単身220万円

複数340万円

▲1,750億円 ▲670億円 ▲170億円 ▲920億円

上位30％

課税所得28万円
収入単身200万円

複数320万円

▲2,290億円 ▲880億円 ▲220億円▲1,200億円

上位38％
課税所得あり

収入単身170万円
複数290万円

▲3,200億円▲1,220億円 ▲310億円▲1,660億円

上位44％

所得35万円
収入単身155万円

複数290万円

▲3,740億円▲1,430億円 ▲370億円▲1,960億円

（参考）75歳以上の高齢者の家計状況・窓口負担見直しの財政影響

一定所得以上の者の窓口負担割合を２割に引き上げ、一般所得の後期高齢者に対して、外来自己負担増加額を最
大4,500円にした場合（2022年度施行、満年度）。
※１ 本推計は、一定の仮定をおいて行ったものであり、結果は相当程度の幅をもってみる必要がある。
※２ 2020年度予算ベースを足下にし、2022年度までの人口構成の変化を機械的に織り込んだ推計値。
なお、医療の高度化等による伸びは直近の実績値により見込んでいる。

※３ 実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果（いわゆる長瀬効果）を見込んでいる。
※４ 後期高齢者支援金のうち国保からの支援金には公費が含まれており、右列の「公費」に計上している金額以外
にも一定の公費に財政影響がある。

見直しの財政影響
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家具・家事用品

光熱・水道
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食費
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※１ 非消費支出は、各年収を基に現行の税率や社会保険料率を用いて計算している。
※２ 消費支出は、家計調査（平成30年）の75歳以上単身・無職世帯により厚生労働省保険局で作成。そ
れぞれの年収水準から±50万円以内にあるサンプルの平均値を取っている。

※３ 平成30年の家計調査の利用に当たっては、消費税率の８％から１０％への見直しによる支出増分
を推計し、消費支出に上乗せしている。

所得上位44％
（年収155万円）

所得上位38％
（年収170万円）

所得上位30％
（年収200万円）

所得上位25％
（年収220万円）

所得上位20％
（年収240万円）

75歳以上（単身）の家計状況（年収別モデル）
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資料８



1．後期高齢者の窓口負担割合の在り方につ
いて



後期高齢者の窓口負担割合及び高額療養費自己負担限度額

区 分 判定基準 負担割合
外来及び入院を合わせた

月単位の上限額
（世帯ごと）

外来のみの
月単位の上限額
（個人ごと）

現役並み所得
課税所得145万円以上

年収約383万円以上
3割

収入に応じて80,100～252,600円
＋（医療費－267,000～842,000円）×１％

<多数回該当：44,400円～140,100円>

一般
課税所得145万円未満

住民税が課税されている世帯（※）で年収383万円未満

1割

18,000円
年14.4万円

57,600円
<多数回該当：44,400円>

低所得Ⅱ
世帯全員が住民税非課税

年収約80万円超

8,000円

24,600円

低所得Ⅰ
世帯全員が住民税非課税

年収約80万円以下
15,000円

約130万人（約７％）

約435万人（約24％）

約305万人（約17％）

計：約1815万人

約945万人（約52％）

※ 一般の年収は、課税所得のある子ども等と同居していない場合は「155万円超」、同居している場合は「155万円以下」も含む。

2注）年収は、単身世帯を前提としてモデル的に計算したもの。

人数は後期高齢者被保険者の所得状況等実態調査における令和２年７月時点のもの。



（単位：万円）

単身世帯75歳以上の単身世帯の収入と支出の状況（年収別モデル）

○ 75歳以上の単身世帯について、モデル年収ごとに、現行制度を基に非消費支出（税・社会保険料）を推計
するとともに、一定の仮定に基づき、平均的な消費支出を推計し、収入と支出の状況をごく粗くみたもの。

※１ 「非消費支出」は、各年収を基に現行の税率や社会保険料率を用いて計算した住民税・所得税及び社会保険料額と家計調査上の「他の税」×12ヶ月分の合計額。なお、「他の税」は固定資産税
などを含む支出項目であるが、最小項目であるためその内訳を細分化することができない。

※２ 消費支出は、家計調査（平成30年）の75歳以上単身・無職世帯により厚生労働省保険局で作成。それぞれの年収水準から±50万円以内にあるサンプルの平均値を取っている。
それぞれのサンプル数は240±50万円（上位20％）は87世帯、 220±50万円（上位25％）は106世帯、200±50万円（上位30％）は123世帯、170±50万円（上位38％）は113世帯、155±50万円（上位
44％）は104世帯。

※３ 平成30年の家計調査の利用に当たっては、消費税率の８％から１０％への見直しによる支出増分を推計し、消費支出に上乗せしている。具体的には、 「酒類・外食以外の食料」、「家賃地代」、
「教育」、「非消費支出」以外の支出について、消費税率の引上げ（２％分）分を算出し、消費支出に加えている。
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所得上位30％
（年収200万円）

所得上位20％
（年収240万円）

所得上位38％
（年収170万円）

所得上位25％
（年収220万円）

162万円
174万円

190万円

145万円
136万円

所得上位44％
（年収155万円）



（単位：万円）

夫婦世帯75歳以上の夫婦２人世帯の収入と支出の状況（年収別モデル）

○ 75歳以上の夫婦２人世帯について、モデル年収ごとに、現行制度を基に非消費支出（税・社会保険料）を推
計するとともに、一定の仮定に基づき、平均的な消費支出を推計し、収入と支出の状況をごく粗くみたもの。

※１ 「非消費支出」は、各年収を基に現行の税率や社会保険料率を用いて計算した住民税・所得税及び社会保険料額と家計調査上の「他の税」×12ヶ月分の合計額。なお、「他の税」は固定資産税
などを含む支出項目であるが、最小項目であるためその内訳を細分化することができない。

※２ 消費支出は、家計調査（平成30年）の75歳以上夫婦・無職世帯により厚生労働省保険局で作成。それぞれの年収水準から±50万円以内にあるサンプルの平均値を取っている。
それぞれのサンプル数は360±50万円（上位20％）は204 世帯、 340±50万円（上位25％）は224世帯、320±50万円（上位30％）は232世帯、290±50万円（上位38％、上位44％）は209世帯。

※３ 平成30年の家計調査の利用に当たっては、消費税率の８％から１０％への見直しによる支出増分を推計し、消費支出に上乗せしている。具体的には、 「酒類・外食以外の食料」、「家賃地代」、
「教育」、「非消費支出」以外の支出について、消費税率の引上げ（２％分）分を算出し、消費支出に加えている。
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263万円

217万円

所得上位25％
（年収340万円）

所得上位30％
（年収320万円）

所得上位20％
（年収360万円）

所得上位38％
（年収290万円）

所得上位44％
（年収290万円）



配慮措置の考え方 （案）

○ 配慮措置については、下記の内容で講じてはどうか。

① 長期にわたる外来受診について、急激な負担増を抑制するため、２割負担になる者の外来受診の負担
増加額について、最大の場合（月9,000円）の半分である月4,500円とする。

※ 具体的には、負担額が月9,000円を超えた場合（すなわち医療費が45,000円を超えた場合）には、超えた医療費については１割
負担となるよう、高額療養費の上限額を設定する。

② 急激な負担増加を抑制するためのものであり、２年間の経過措置とする。

※ 急激な負担増加を抑制しつつ、団塊の世代全員が後期高齢者入りする2025年までに本則とするため、２年間の経過措置とする。

自己負担

4,500円

総医療費

配慮措置対象外（負担増加小） 配慮措置対象（負担増加大） 配慮措置対象外（負担増加小）

（外来上限額）

9,000円

18,000円

45,000円 90,000円 180,000円

２割負担
（一般区分）

１割負担
（一般区分）

135,000円

+ 4,500円

配慮措置

※ 同一の医療機関での受診については、
今回設定する暫定的な高額療養費に沿っ
て現物給付化が可能

配慮措置対象外（負担増加なし）

最大4,500円の軽減

+ 4,500円

+ 4,500円

負担増加額は最大で４,５００円
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配慮措置の効果 （平均窓口負担額の変化）

現行
（１割負担）

２割負担

外来 4.6万円
7.2万円

（＋2.7万円）

入院 3.5万円
3.9万円

（＋0.4万円）

計 8.1万円
11.1万円

（＋3.1万円）

※（）内は、現行制度からの増加額

【１人当たり平均窓口負担額（年間）の変化】

○ 一定所得以上の者が２割負担となった場合、配慮措置を講じることにより、窓口負担額の年間

平均が約8.1万円⇒約11.1万円（配慮措置前は約11.5万円）となり、負担を抑制

○ 配慮措置の対象となる長期頻回受診者等は、外来患者の約６割に該当する。

現行
（１割負担）

２割負担

外来 4.6万円
7.6万円

（＋3.1万円）

入院 3.5万円
3.9万円

（＋0.4万円）

計 8.1万円
11.5万円

（＋3.4万円）

※（）内は、現行制度からの増加額

▲0.4万円
66



配慮措置の対象者となる者の割合等

【外来・入院別の２割負担となる者の特徴】

外来 入院

外来受診又は入院した患者
（１年間のうちに１度でも受診・入院した者）

96％
（平均9.5ヶ月受診）

25％
（平均2.9ヶ月受診）

①

２割負担となっても負担増加がない者
（全ての受診月で高額療養費の対象）

→現行制度における窓口負担が外来月額18,000円以上、
入院月額57,600円以上

３％ ６％

②
全ての受診月で負担額が２倍となる者
（全ての受診月で窓口負担が外来月額9,000円以下、

入院月額28,800円以下）
61％ ４％

③ ②以外で、負担増となる月がある者 32％
（平均10.2ヶ月受診）

15％
（平均3.1ヶ月受診）

【１人当たり平均窓口負担額（年間）】

現行（１割負担） ２割負担 配慮措置

外来 4.6万円 7.6万円（＋3.1万円） 7.2万円（＋2.7万円）

入院 3.5万円 3.9万円（＋0.4万円） 3.9万円（+0.4万円）

合計 8.1万円 11.5万円（＋3.4万円） 11.1万円（＋3.1万円）

配慮措置の対象となる月がある者
（いずれかの受診月の負担増加額が4,500円超）

約60％

※割合（％）は全て新たに２割負担となる対象者に対する割合

※ 上記は、配慮措置がないとした場合のもの

※割合（％）は負担増となる者に対する割合

7



（歳）

高齢者の収入の状況

（万円）

8【出典】2019年（令和元年）国民生活基礎調査（抽出調査）
※ 「収入」は、給与収入、年金等については給与所得控除、公的年金等控除を適用する前の金額。（事業収入等に係る仕入原価や必要経費は差し引いている）

＜75歳以上個人の収入額の分布＞＜年齢階層別の平均収入＞

○ 平均収入は、50～54歳を頂点に、年齢を重ねるにつれて低下。
○ 75歳以上個人の収入は、50％以上が150万円未満の階層に分布している。
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窓口負担
３割

窓口負担
１割

後期高齢者医療制度加入者の課税所得分布

出典：令和２年７月時点の後期高齢者被保険者の所得状況等実態調査による令和元年の課税所得
後期高齢者制度の被保険者について、世帯内の被保険者の最大課税所得の階級別に集計。（例：夫100万円と妻０円の世帯の場合には、100万円２名とカウント）

※ 課税所得のある子ども等と同居していない場合は年収「155万円超」、同居している場合は年収「155万円以下」も含む。

世帯全員が住民税非課税
（年収約80万円以下）

世帯全員が住民税非課税
（年収約80万円超）

課税所得145万円以上
（年収単身約383万円以上）

課税所得145万円未満

145万円～100万円～50万円～１円～課税所得なし

現役並み所得者一般低所得Ⅱ低所得Ⅰ

※



一般区分の「課税所得なし」の世帯収入について
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○ 一般区分の「課税所得なし」は、同居する子等に住民税非課税水準を超える所得がある
世帯が含まれる。

○ 子との２人世帯で子が給与所得者の場合と仮定すると、子の収入は156万円超である。
※子の収入は、住民税非課税水準の所得(91万円)＋給与収入（給与所得控除65万円）で算定。

16.9%

24.0%

21.0%

14.7%

10.7%

5.7%
7.1%
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25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

世帯全員が住民税非課税
（年収約80万円以下）

世帯全員が住民税非課税
（年収約80万円超）

課税所得145万円以上
（年収単身約383万円以上）

課税所得145万円未満

145万円～100万円～50万円～１円～課税所得なし

現役並み所得者一般低所得Ⅱ低所得Ⅰ

※



窓口負担 保険料

後期高齢者医療における窓口負担と保険料の判定について

11

○ 現役並み所得者の判定は、世帯内の
後期高齢者の最大課税所得者の課税所
得により判定。【個人単位】

○ 低所得区分の判定は、同居する子ど
も等も含めた世帯全員が住民税非課税
かどうかで判定。【世帯単位】

○ 被保険者本人の所得により判定。
【個人単位】

○ 保険料の軽減の判定は、世帯主と世
帯内の被保険者の所得の合計により判
定。【世帯単位】
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後期高齢者世帯の貯蓄の状況等

＜後期高齢者世帯の貯蓄額の分布＞

※ 後期高齢者世帯とは、75歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。

※ 2019年（令和元年）国民生活基礎調査（保険局高齢者医療課による特別集計）による2018年（平成30年）の数値。

(%)
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＜世帯主の年齢階級別貯蓄・負債現在高（２人以上の世帯）＞

〔出典〕総務省「家計調査年報（貯蓄・負債編）」令和元年（2019年）
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平均値：545.4万円
中央値：300万円

＜100万～200万の年収世帯の分布＞ ＜200万～300万の年収世帯の分布＞
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＜100万未満の年収世帯の分布＞(%)
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713万円（中央値：300万円）
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一般区分計
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（歳）

年齢階級別の加入者１人当たり自己負担額（一般区分）

（万円/年） （万円/年）

12.7

11.5

9.8

11.5

出典：医療給付実態調査（平成30年度）を特別集計。
※ 同一保険者内の同一の者に係るレセプトを合計し、現役並み所得者以外の医療費を個人単位で計算した上で、一般区分の高額療養費の負担限度額などを機械的に当てはめ

るなど、一定の仮定をおいて行ったものであり、結果は相当程度の幅をもってみることが必要である。

現行負担額 負担増加額

２割負担とした場合の負担額
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※ 外来受診の負担増加額につい
て、配慮措置を２年間講じ、負担
を軽減する。



２．大病院への患者集中を防ぎかかりつけ
医機能の強化を図るための定額負担の拡
大について



 保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携の更なる推進のため、平成28年度から一定規模以上
の保険医療機関について、定額の徴収を求めているところ。

① 特定機能病院及び一般病床200床以上の地域医療支援病院については、現行の選定療養の下で、定額の徴収を責務
とする。

② 定額負担は、徴収する金額の最低金額として設定するとともに,初診については5,000円（歯科は3,000円）、再診につ
いては2,500円（歯科は1,500円）とする。

③ 現行制度と同様に、緊急その他やむを得ない事情がある場合については、定額負担を求めないこととする。その他、定額負
担を求めなくても良い場合を定める。
［緊急その他やむを得ない事情がある場合］

救急の患者、公費負担医療の対象患者、無料低額診療事業の対象患者、HIV感染者
［その他、定額負担を求めなくて良い場合］
a. 自施設の他の診療科を受診中の患者
b. 医科と歯科の間で院内紹介した患者
c. 特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示があった患者 等

 なお、一般病床200床以上の病院については、緊急その他やむを得ない事情がある場合を除き、選定療養と
して特別の料金を徴収することができることとされている。

紹介

逆紹介

中小病院、診療所 大病院

定額負担を徴収
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紹介状なしで受診する場合等の定額負担（現行）



２．改革の方向性（案）

○ 地域の医療機関の外来機能の明確化･連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めるため、

① 医療機関が都道府県に外来医療の実施状況を報告する。（現在行われている「病床機能報告」の外来版）

② ①の外来機能報告(仮称)を踏まえ、「地域の協議の場」において、外来機能の明確化・連携に向けて必要な協議を行う。

→ ①・②において、協議促進や患者の分かりやすさの観点から、紹介患者への外来を基本とする医療機関（「医療資源を重点的に

活用する外来(仮称)」を地域で基幹的に担う医療機関）を明確化

・ 医療機関が外来機能報告の中で報告し、国の示す基準を参考にして、地域の協議の場で確認することにより決定
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患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、医師働き方改革に寄与

紹介

紹介患者への外来を基本とする医療機関

逆紹介

外来機能報告、「地域の協議の場」での協議、紹介
患者への外来を基本とする医療機関の明確化

かかりつけ医機能を担う医療機関

病院の外来患者の待ち時間
の短縮、勤務医の外来負担
の軽減、医師働き方改革

かかりつけ医機能の強化
（好事例の収集、横展開等）

〈「医療資源を重点的に活用する外来(仮称)」のイメージ〉

○医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来 （悪性腫瘍手術の前後の外来 など）

○高額等の医療機器・設備を必要とする外来 （外来化学療法、外来放射線治療 など）

○特定の領域に特化した機能を有する外来 （紹介患者に対する外来 など）

外来機能の明確化･連携

１．外来医療の課題

○ 患者の医療機関の選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中、一部の医療機関に
外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じている。

○ 人口減少や高齢化、外来医療の高度化等が進む中、かかりつけ医機能の強化とともに、外来機能の明確化･連携を進めていく必要｡



出典：特定機能病院一覧等を基に作成（一般病床規模別の病院数は平成29年度医療施設調査より集計）

※ 病床数は一般病床の数であり、特定機能病院は平成31年４月、地域医療支援病院は平成30年１２月時点。

病床数（※） 特定機能病院 地域医療支援病院 その他 全体

200床以上
1,354
(16.1%)

200床未満
0

(0%)
27

(0.3%)
7,031

(83.6%)
7,058
(83.9%)

全体
86

(1.0%)
607

(7.2%)
7,719

(91.8%)
8,412
(100%)

現在の定額負担
（義務）対象病院

定額負担の対象病院拡大について（案）

現在の定額負担
（任意）対象病院
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〇 大病院と中小病院・診療所の外来における機能分化を推進する観点から、紹介状がない患者の大病院外来の初診・再診時の定

額負担制度の拡充する必要がある。

〇 現在検討されている外来機能報告（仮称）においては、「医療資源を重点的に活用する外来」（仮称）を地域で基幹的に担う医療

機関を地域の実情を踏まえつつ、明確化することが検討されている。

○ 「医療資源を重点的に活用する外来」（仮称）を地域で基幹的に担う医療機関は、紹介患者への外来医療を基本として、状態が

落ち着いたら逆紹介により再診患者を地域に戻す役割を担うこととしており、こうした役割が十分に発揮され、保険医療機関間相互

間の機能の分担が進むようにするために、当該医療機関のうち、現在選定療養の対象となっている一般病床数200床以上の病院を、

定額負担制度の徴収義務対象に加えることとしてはどうか。

「医療資源を重
点的に活用する外
来」（仮称）を地域で
基幹的に担う病院

拡大

688
(8.2%)

580
(6.9%)

86
(1.0%)



定額負担の増額と公的医療保険の負担軽減について（案）
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○ 大病院の紹介状なし患者をさらに減少させ、より機能分化の実効性が上がるよう、定額負担の額を増額してはどうか。

※１ 初診料は288点だが、紹介率が低い場合等に214点に減額されるケースを想定。
※２ 赤枠部分が医療機関の収入総額となり、現行制度と見直し案は同額となる。

定額負担 5,000円

患者負担
140円×３割

初診料
2,140円

定額負担 5,000円

患者負担
2,140円×３割

現行制度（初診のみ・３割負担の場合）

医療保険から支給
2,140円×７割

医療保険から支給
140円×７割

定額負担増額 2,000円以上

新たな制度案（2,000円増額等の一定の仮定をおいた場合）

控除分
▲2,000円

医療保険の負担軽減分
▲2,000円×７割

▲2,000円
×３割

初診料
2,140円

１ 定額負担の増額

○ 外来機能の分化の推進の観点からは、本来、大病院を紹介状なしで受診する必要性は低く、まずはかかりつけ医等を受診すること
が望ましい。このため、あえて紹介状なしで大病院を受診する患者に係る初・再診については、保険給付（選定療養費の患者への給
付）を行う必要性が低いと考えられ、一定額をその範囲から控除してはどうか。

○ 控除に当たっては、受診の際に少なくとも生じる初・再診料（※）相当額を目安に控除し、それと同額以上に定額負担を増額して
はどうか。具体的には、例えば、初診料について2,000円控除した場合、増額幅は2,000円以上とすることが考えられる。

※ 初診料288点、外来診療料74点。ただし、紹介率が低い場合等にそれぞれ214点、55点に減額されることとなる点に留意。

２ 公的医療保険の負担軽減



定額負担を徴収しない場合の要件（除外要件）の見直しについて（案）
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○ 当該患者が定額負担の徴収対象となるか否かが保険給付（選定療養費）の額にも影響する仕組みとなるため、現行の定額負

担の徴収状況等も踏まえつつ、定額負担を徴収しない場合の要件についてはより厳格な運用を行う必要があるのではないか。

○ 具体的には、現行の徴収実態等を踏まえつつ、患者の医療機関へのアクセスを過度に制限しないよう配慮したうえで、直接受診す

る必要性の高い患者に限定するといった観点から中央社会保険医療協議会において検討を進めることしてはどうか。

○ その際、他の医療機関を逆紹介したにも関わらず、再診を続ける患者への定額負担については、初診時よりも徴収率が低いことか

ら、除外要件の見直しと合わせてより実効性を高めるため必要な対応を検討することとしてはどうか。

※ 現状、①緊急その他やむを得ない事情がある場合にはそもそも選定療養に該当しないことから定額負担を徴収してはならないこととされており、また、

②紹介がない患者等に対して定額負担を求めないことについて正当な事由がある場合には徴収義務は生じないこととされている。これらに該当する具体

的な場合は、通知において示されている。これらの除外要件は、大病院受診時定額負担が義務化された平成28年度以降は見直しが行われていない。

除外要件の見直し



全世代型社会保障検討会議 中間報告(令和元年12月19日)（抄）

現役並み所得の方を除く75歳以上の後期高齢者医療の負担の仕組みについて、負担能力に応じたも

のへと改革していく必要がある。これにより、2022年にかけて、団塊の世代が75歳以上の高齢者と

なり、現役世代の負担が大きく上昇することが想定される中で、現役世代の負担上昇を抑えながら、

全ての世代が安心できる社会保障制度を構築する。

・ 後期高齢者（75歳以上。現役並み所得者は除く）であっても一定所得以上の方については、その

医療費の窓口負担割合を２割とし、それ以外の方については１割とする。

・ その際、高齢者の疾病、生活状況等の実態を踏まえて、具体的な施行時期、２割負担の具体的な

所得基準とともに、長期にわたり頻繁に受診が必要な患者の高齢者の生活等に与える影響を見極め

適切な配慮について、検討を行う。

全世代型社会保障検討会議 第２次中間報告(令和２年６月25日)（抄）

昨年12月の中間報告で示された方向性や進め方に沿って、更に検討を進め、本年末の最終報告にお

いて取りまとめる。

参考資料


